
 
 

● 県警のホームページﾞにも掲載しています。  
● 毎月第二・第四水曜日（祝日、年末年始を除く）に新情報をメール配信しています。 

（申込方法は県警ＨＰ参照） 
● 二次元コードからＳＤ情報のＨＰに直接アクセスできます。  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年９月 13 日(水) 

富山県警察本部交通企画課 

(０７６)４４１-２２１１(代)  

 横断歩道では、ハンドサイン等

により横断する意思を伝え、安全

を確認してから渡りましょう。ま

た、横断中も安全を確認し、斜め

横断や走行車両の直前・直後横断

はやめましょう。 

 夕暮れ時や夜間は、明るい服装や反射材を活

用して周りに自分の存在を知らせるとともに、

信号や横断歩道がある場 
所で横断するなど安全な 
行動を心掛けましょう。 

１ 車道が原則、左側を通行 
  歩道は例外、歩行者を優先 
２ 交差点では信号と一時停止を守って、 

安全確認 
３ 夜間はライト点灯 
４ 飲酒運転は禁止 
５ ヘルメットを着用 
 

 

夜間は早めのライト点灯や上向きライトを活

用し、前方の視界を確保して、暗闇に潜む危険を

いち早く発見しましょう。 

飲酒運転やあおり運転（妨害運転）は重大

な事故につながる大変危険な行為です。「飲

酒運転等を絶対にしない！させない！」と

いう強い気持ちで、家庭・職場・地域一丸と

なって根絶しましょう。 
 

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けら

れており、「車のなかま」です。 
道路を通行するときは、「車」として交通ルー

ルを遵守するとともに交通マナーを実践するな

ど安全運転を心掛けましょう。 


